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はじめに

取締役をはじめとする会社の役員等（会社法４２３条１項参照）、および発
起人、設立時取締役、設立時監査役、清算人に対する責任（１）を追及する
訴え（以下、「取締役等に対する責任追及の訴え」という）、ならびに現物出
資者の価額塡補責任（会社法５２条１項等）、通謀新株引受人の差額支払責
任（会社法２１２条１項１号）、払込みを仮装した株式引受人の支払義務（会社
法１０２条の２第１項等）、株主の権利の行使に関する利益の被供与者の返
還義務（会社法１２０条３項）を追及する訴え（以下、「社外者に対する支払請求
の訴え」といい、取締役等に対する責任追及の訴えと合わせて「責任追及等
の訴え」という）については、会社が通常有する債権の行使としての訴え
の提起とは異なり、株主による責任追及等の訴え（以下、「株主代表訴訟」

⑴ ここにいう「責任」の範囲については、役員等と会社の間の取引債務を
含むか否かということをはじめとする争いがあるが、最判平成２１年３月１０
日民集６３巻３号３６１頁は、「責任」には取引債務を含み、物権的請求権を含
まないと判示している。この点については、すでに別稿で検討しているの
で参照されたい。土田亮「株主代表訴訟によって追及しうる責任の範囲」
大宮ローレビュー６号５４頁以下、同「判批」大宮ローレビュー９号１４６頁以下。
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という）の提起が認められるとともに（会社法８４７条１項３項）、会社による
取締役、執行役に対する責任追及の訴えにおいては会社代表者について
特別の定めがある（会社法３８６条等）（２）。また、責任追及等の訴えにおける
訴訟上の和解については、特別な手続規定が置かれている（会社法８５０
条）。これらの規定はいずれも、経営陣が相手方たる取締役等あるいは
社外者となれ合うことで、会社およびその背後にいる株主の利益を害す
ることを防ぐ目的で設けられたものである。
責任追及等の訴えにおいては、会社による訴えの提起であると、株主

代表訴訟による場合であるとを問わず、原告（会社、株主）と被告が共謀
して、訴訟の目的である会社の権利を害する目的で判決を得た場合に
は、当該会社あるいは当該会社の株主は、再審の訴えを以て確定した終
局判決に対して不服を申し立てることができる（会社法８５３条１項。 以下、
同項の再審を「詐害再審」という）。会社法が、民事訴訟法所定の再審に
加えて詐害再審の規定を設けた理由は、株主は責任追及等の訴えの存在
を知らない可能性があるし、知っていても原告の訴訟追行を信頼し訴訟
参加等を行わない可能性があるからであるとされ（３）、詐害的な判決によ
り権利が失われる会社およびその背後にいる株主の利益を保護すること
を目的とするものである。
他方、責任追及等の訴えが判決ではなく訴訟上の和解で終了した場合

において、当該和解に詐害再審事由が存在する場合（以下、このような和
解を「詐害的な和解」という）については、会社法は特段の規定を設けて
おらず、会社あるいは株主が詐害的な和解の効力をどのように争うこと
ができるのかについては明確ではない。
民事訴訟法学の分野では、以前から訴訟上の和解の性質あるいは効力

（既判力）の議論と絡めて、瑕疵ある訴訟上の和解の効力の有無、および
効力の争い方について議論がなされている。しかしその議論は、もっぱ
ら意思表示の瑕疵といった事情を理由として和解当事者が効力を争う場

⑵ ただし、この特別の定めは責任追及の訴えに限ったものではなく、会社
と取締役・執行役間の訴え一般に適用される。
⑶ 江頭憲治郎『株式会社法（第６版）』（有斐閣、平成２７年）４９５頁。
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面を想定したものであり、本稿が念頭に置くような、責任追及等の訴え
において会社がなした和解の効力を株主が争う、あるいは株主がなした
和解の効力を会社または他の株主が争うといった場面を想定した議論
は、あまり行われていないように思われる。
このような状況のもとで、近時、注目すべき判決が出された（東京地

判平成２６年１１月６日資料版商事法務３７１号２０８頁）。本件は、会社による取締
役の責任を追及する訴えにおいて、会社、被告取締役、および社外の第
三者との間に成立した訴訟上の和解に対し、会社の株主兼取締役（ほか
２名）が、和解無効確認の訴えを提起したものである。結果的に裁判所
は原告の訴えを却下したが、責任追及等の訴えにおける和解の無効事由
が何であるか、そして和解無効事由が存する場合にどのように無効を主
張すべきであるのかについて、興味深い判示がなされている。
そこで本稿では、この事件を手がかりとして、責任追及等の訴えにお

ける和解につき、いかなる事情が和解無効事由となるのかという実体法
上の問題、およびどのようにして和解の効力を争うべきであるのかとい
う手続法上の問題の双方について検討を行うこととする。特に後者につ
いては、筆者の専門とする分野であるとは言えず、不十分であったり誤
謬を含む議論である可能性も高いが、拙稿に対して批判をいただくこと
で、必ずしも注目されてこなかったこの分野の研究の一助になれば幸い
であると考える次第である。
なお、本件については、筆者が在籍する法律事務所の所属弁護士が原

告代理人、復代理人を務めている。筆者自身は本件に直接関与していな
いが、必ずしも独立、中立の立場であるとはいえないことをあらかじめ
お断りしておく。また、現在の会社法は多様な機関設計を認めている
が、本稿においては、特に断らない限り伝統的な取締役会および監査役
の設置会社を念頭に置いて議論をすすめることにする。
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Ⅰ 責任追及等の訴えと和解

１ 沿革
⑴ 平成１３年商法改正前
責任追及等の訴えにおける和解について明文の規定が設けられたのは

平成１３年（法律１４９号）（４）の商法改正においてであり、それ以前には、会社
による責任追及等の訴え、株主代表訴訟のいずれについても、和解によ
る訴訟の終了が可能であるかどうかは明らかではなかった。
同年改正前商法の下において、責任追及等の訴えを和解で終了させる

ことの可否については、いったん提訴すると常に確定判決を得なければ
ならないというのは訴訟経済上合理的ではないとする声があったもの
の、条文および理論的なハードルの存在から、和解による訴訟終了は許
されないとの見解も有力であった。
そのハードルのひとつは、取締役等の責任追及の際しての、取締役等

の責任免除に関する制限の規定の存在である（５）。平成１７年改正前商法
２６６条６項は、取締役の会社に対する任務懈怠責任、違法配当責任につ
いて、総株主の同意がなければその責任を免除することができない旨を
定めており、現物出資の価額塡補責任や利益供与責任についても同様で
あると解されていた。また、発起人、監査役、清算人についても同じく
責任の免除について総株主の同意を要する旨の定めが置かれていた（６）。
この責任免除の制限は、責任の全部免除の場合だけでなく一部免除で

⑷ 平成１３年には数次にわたる商法改正がなされているが、本稿では平成１３
年法律１４９号による改正を単に平成１３年改正と呼ぶことにする。
⑸ 社外者に対する支払請求の訴えについては、払込みの仮装の場面を除き、
当該社外者が会社に対して負う債務の免除については特に制限はないと解
されている（江頭憲治郎＝中村直人『論点体系会社法⑴』（第一法規、平成２４
年）１６２頁〔土田亮〕。反対、奥島孝康ほか『新基本法コンメンタール会社法
⑴』（日本評論社、平成２１年）１２５頁〔宮島司〕）。また、取締役等に対する責
任追及の訴えにおいても、会社・取締役等の間の取引債務については、そ
の免除について会社法４２４条の適用はないから、和解が責任免除の制限に
よって無効とされることはない（反対、岩原紳作編『会社法コンメンタール
⑼』（商事法務、平成２６年）２８７頁〔黒沼悦郎〕）。
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あっても適用があると解されており（７）、互譲の精神を基本とする和解
は、少なくとも責任の一部免除に該当し、総株主の同意がなければ無
効（８）であると主張されていた。
もう一つのハードルは、主として手続保障の面におけるものである。

まず第一に、株主代表訴訟の場面において、原告株主に和解権限が認め
られることに対する疑問が示されていた。すなわち、株主代表訴訟にお
いて争われているのは会社の権利であり、株主は訴訟担当者であるとの
理解を出発点にすると、権利者ではない株主が和解という形で権利を処
分することは許されないのではないかとの見解が示されていた。また、
仮に株主が和解権限を有するとしても、真の権利者である会社に対する
手続保障が必要であり、会社に対して和解案が通知され、これに対して
異議を述べる機会が保障される必要があることを指摘する見解も多く述
べられていた（９）。
さらには、株主代表訴訟が単独株主権として認められている趣旨か

ら、会社による責任追及の訴えにおいて会社が和解をなす場合には、訴

⑹ 株主総会特別決議等による役員等の責任の一部免除（会社法４２５条ないし
４２７条）の規定は、責任追及の訴えにおける和解に関する規定と同時に設け
られたものである。
⑺ 支払いの猶予や分割払いのような期限の利益を与える場合を含む。反対、
鈴木正裕＝青山善充『注釈民事訴訟法⑷』（有斐閣、平成９年）２０３頁〔山本
和彦〕。
⑻ 総株主の同意のない責任免除は絶対的に無効であることについては会社
法研究者の間ではほぼ異論がない。ただ、後述するように、株主代表訴訟
の場面における原告株主＝被告取締役等の和解については、その効力が会
社を拘束しないと解するものが多かった。
⑼ 平成１３年改正前における株主代表訴訟の和解についての論稿は多岐にわ
たるが、代表的なものとして、前田雅弘「株主代表訴訟と和解」法学論叢１３４
巻５・６号２４７頁以下、河本一郎ほか〔座談会〕「株主代表訴訟」民商法雑
誌１１０巻２号２３５頁以下、高橋宏志「株主代表訴訟と訴訟上の和解―民事訴
訟法学の観点から―」商事法務１３６８号７４頁以下、池田辰夫＝中川雅博「株
主代表訴訟における和解」ジュリスト１０６２号６６頁以下、南隅基秀「株主代
表訴訟と訴訟上の和解」法学政治学論究３１号４６５頁以下、小林一于「株主代
表訴訟と和解」山口経済学雑誌５０巻１号６９頁以下。
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訟に加わっていない株主に対する手続保障が必要であること、あるいは
株主代表訴訟においても、原告となっていない他の株主に対する手続保
障が必要であり、これらを欠く和解についてはその効力を認めるべきで
はないとの主張もなされていた。

⑵ 平成１３年商法改正および現行の規定
いわゆる大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件にかかる株主代表訴

訟において、同行の取締役の一部に巨額の損害賠償を認める判決（大阪
地判平成１２年９月２０日）が出されたことなどを契機として、いわゆる代表
訴訟脅威論が叫ばれるようになり、平成１３年に議員立法の形で取締役等
の責任の一部免除の規定が設けられるとともに（平成１３年改正商法２６６条
７項ないし２３項、会社法４２５条ないし４２７条）、会社による責任追及等の訴え
および株主代表訴訟における和解の規定が設けられた（同年改正商法２６８
条５項～７項、会社法８５０条）（１０）。
和解に関する規定の導入にあたっては、会社に加えて、株主代表訴訟

における原告株主にも和解権限があることが明らかにされるとともに、
和解の正当性（妥当性）を担保するため、会社の関与と、原告以外の提訴
権者に対する手続保障が定められた。すなわち、株主が責任追及等の訴
え（株主代表訴訟）を提起する場合には提訴時に会社に対する訴訟告知が
要求され（現行会社法８４９条４項）、他方会社は、自ら責任追及等の訴えを
提起した場合および株主から訴訟の告知がなされた場合には、株主に対
して提訴を通知・公告することが義務づけられた（同条５項６項）（１１）。そ
して、会社が当事者となっている場合、および、会社が訴訟当事者でな
い（すなわち株主代表訴訟の）場合において会社が和解案を承認した（もし
くはみなし承認が成立した）ときには、成立した和解については、取締役

⑽ 同時に、責任追及等の訴えにおける会社および株主の訴訟参加に関する
規定も整備された（同年改正商法２６８条４項、会社法８４９条）。
⑾ 会社法８４９条は訴訟参加についての規定であるが、同条４項および５項
は、原告ではない会社あるいは株主に判決の効力がおよぶ前提としての手
続保障の規定であるとともに、和解の場面における和解内容の公正を担保
するための最低限の手続保障規定でもある。
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等の責任免除の制限が適用されないことが明らかにされた（現行会社法
８５０条４項）。会社による和解案の承認については、裁判所から会社に対
して和解案が通知されるとともに２週間以内の異議申述べの催告がなさ
れる（同条２項）。そして会社が２週間以内に異議を述べなかったときに
は和解案を承認したものとみなされることとなっている（同条３項）。こ
のように、会社については提訴時に加えて和解の段階の２段階の手続保
障がなされたが、訴訟に参加していない株主に対する、和解段階におけ
る通知等は要求されず、不公正な和解を防止するためには、提訴時の通
知・公告に応じて訴訟参加すべきであるとの制度設計がなされた。
平成１３年改正に際しては、一方では責任追及等の訴えにおける訴訟上

の和解を認めることについて評価する見解も示されていたが、和解内容
の公正、妥当の担保についてこれを不安視し、裁判所による後見的な立
場での和解案に対する監督が求められるとの見解も示されていた（１２）。こ
れに対して提案者である議員からは、再審の訴えによる救済が考えられ
ることが述べられ、濫用に対する手当はなされているとの主張がなされ
ていた（１３）。

Ⅱ 東京地判平成２６年１１月６日

１ 緒言
責任追及等の訴えについては、平成１３年商法改正前から和解による解

決がなされており、当時の規定のもとでの和解の効力について疑義が示
されたこともあったが、同年改正の前後を通じて和解によって訴訟が終
了する事案はそれなりの数存在する（１４）。しかし、株主代表訴訟を含む責
任追及等の訴えにおける和解について、その効力を正面から争った公刊

⑿ 江頭・前掲注⑶４８２頁。裁判所の関与による和解の適正の担保を主張する
近時の見解として、田丸祐輔「株主代表訴訟における会社による和解とそ
の法的問題」一橋法学１２巻３号５３９頁以下、顧丹丹「株主代表訴訟の和解と
裁判所の役割（下）」首都大学東京法学会雑誌５４巻２号２５０頁。
⒀ 池田辰夫「株主代表訴訟における和解」小林秀之＝近藤光男編『新版株
主代表訴訟大系』（弘文堂、平成１４年）３０３頁以下参照。
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裁判例は、これまでなかったようである。
このような状況下で、責任追及等の訴えにおける裁判上の和解無効に

ついて、はじめて争われた事案が、以下に紹介する前掲東京地判平成２６
年１１月６日である。本件は、複数の訴訟が平行する複雑な紛争の一環で
あるが、大要、会社の共同代表取締役が、同社の元経営者の責任を追及
する訴えを提起したが、その後に経営陣の交代があり、新たに就任した
代表取締役のもとで会社と元経営者との間で裁判上の和解を行ったとこ
ろ、提訴時の代表取締役の一部が和解無効の確認を求めて訴えを提起し
たという事案である。
なお、以下に紹介する事案のうち原告の主張については、判決記載の

事情のほか、原告側提出の書面によるものも一部含まれていることをお

⒁ 株主代表訴訟に限っても和解で終了した事案はかなりの数に上る（「主要
な株主代表訴訟事件一覧表」資料版商事法務３６８号９８頁以下に掲載のもので
４３件）。このうち判決の認容額と和解額が比較可能な事案として、①取締役
の善管注意義務違反が争われた日本サンライズ事件（東京地平成５年９月２１
日判例時報１４８０号１５４頁。一審判決で２億９０００万円あまりの責任が認められ
たが１億３０００万円で和解）、②関税法違反等の責任が追及された日本航空電
子工業事件（東京地判平成８年６月２０日判例時報１５７２号２７頁。最大で１２億
４０００万円余の責任が認められたが１億円で和解）、③大和銀行ニューヨーク
支店損失事件（大阪地判平成１２年９月２０日判例時報１７２１号３頁。最大で５億
３０００万ドルの責任が認められたが、２億５０００万円で和解）、④加盟店からの
立替金回収の懈怠による損害について責任追及がなされた丸正チェーン商
事事件（東京地判平成１５年９月２２日LEX／DB２８０９１６５０。９２００万円余の認容額
に対して１億円で和解）、⑤県の要請を受けて行った融資が回収不能になっ
たことの責任が追及された四国銀行事件（高知地判平成１７年６月１０日が１億
６０００万円余の責任を認めたが高松高判平成１９年３月１６日は逆に株主の請求
を棄却。しかし最判平成２１年１１月２７日裁判所時報１４９６号８頁は高裁判決を
破棄差戻しし、差戻審で３億円で和解）、⑥環境基準に違反する土壌埋戻材
フェロシルトを販売した結果負担することとなった回収費用等についての
責任が追及された石原産業事件（大阪地判平成２４年６月２９日資料版商事法務
３４２号１３１頁。最大４８５億８０００万円余の責任が認められたのに対し５０００万円余
の支払い等で和解）、といったものがある。なお、株主代表訴訟以外の責任
追及等の訴えついて、和解によって終了した件数は把握できなかった。

責任追及等の訴えにおける詐害的和解の無効
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断りしておく。

２ 事案の概要
⑴ Y１株式会社（被告）は、タクシー業を営む非公開の取締役会・監査役
設置会社である。Y１会社は亡Ｚ（訴外）が創業し、本件の直前の時点で、
株式はＺの子であるY２（被告）、X１（原告）がそれぞれ１１，９６０株、同じくＺ
の子であるＡ（訴外）およびその夫であるＢ（訴外）が合計１１，９６０株（Ａが
５，８００株、Ｂが６，１６０株）、Ｃ（訴外）が１１，９６０株、Y２の知人であるＤ（訴外・
故人）から株式を相続したＤの妻Ｅ（訴外）が２００株を保有していた（１５）。
Y１会社では、昭和６１年にＢが代表取締役社長に就任していたが、Y２と

の反目から平成２１年５月に退任し、Y２が後任に就任した。しかし平成２２
年４月にY２は取締役を解任され、Ｂが再び代表取締役社長になるととも
に、X１が代表権のある取締役会会長に就任した（１６）。翌年の平成２３年５月
には、X１の娘であるX２（原告）、X３（原告）、およびＢの子であるＦ（訴外）
がY１会社の取締役に就任している。また、同年７月、Y１会社はY２に対し
て貸金返還、任務懈怠による損害賠償として５１９０万円余を請求する訴え
を提起し（以下、「別件責任追及の訴え」という）、これに対してY２も平成２４
年１月に、Y１会社に対して未払い報酬、取締役解任の損害賠償（退職慰
労金相当額）、不法行為（名誉毀損）に基づく損害賠償として９０７０万円余を
請求するとともに、謝罪広告とY１会社が占有するY２所有の動産の引渡し
を求める反訴（以下、「別件反訴」といい、別件責任追及の訴えと併せて「別
件訴訟」という）を提起している（１７）。

⒂ 原告の主張によれば、株主のうちＣは諸事情から株主としての活動は事
実上行っておらず、実質的にはY２およびＥ、X１、ＡおよびＢの３陣営鼎立
の状況であった。
⒃ 原告の主張によれば、X１はそれまでY１会社の経営に携わっていなかった
が、Ｂから、Y２が不正を行っておりこれを糺す必要があるとして、Y２の解
任への賛同と取締役への就任を請われたとのことである。
⒄ Y２は別件反訴のうち不法行為に基づく損害賠償請求については一度取り
下げたが、後日改めてY１会社を相手取って同内容の訴えを提起している（以
下、「別件名誉毀損訴訟」という）。

《論 説》
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⑵ Y１会社では平成２４年７月にY２およびＥが保有する株式（合計１２，１６０
株）について消却がなされ、Ｂの主導でY２の影響力を排除する動きが見
られた。ところがその直後に開催されたY１会社取締役会においてX１が代
表取締役から解職され（同時にＢも代表取締役を退任）、Ｆが新たに代表取
締役に選定された。これに対し、Y２がＦに対して取締役の選任・解任を
議題とする株主総会の招集を請求し（ＦはY２が株主でないことを理由に拒
絶）、X１もＢおよびＦの解任を議題・議案とする株主総会の招集を請求
した。Y１会社が株主総会招集の手続を行わなかったことから、Y２、X１は
それぞれ裁判所に対して株主総会招集許可の申立てを行った。またY２は
株主権行使の仮処分を申し立てた（なお、Y２はその後Y１会社を相手取って
株主権の確認を求める訴え〔以下、「別件株主権確認訴訟」という〕を提起し
ている）（１８）。X１による総会招集の申立てについて裁判所は招集許可を決
定したが、決定の翌日に開かれた別件訴訟の期日において、Y１会社はY２
の横領・背任を主張していた。
⑶ しかしその後、Y１会社はY２およびＥを株主と認める旨の和解を行
い、会日を同年１２月３日とする株主総会の招集通知を発送した。株主権
の行使が可能になったY２は、X１およびＢそれぞれに「通告書」を送付し、
Y２に対する対応方針等についての意向を尋ね、その如何によって株主と
しての行動を決する旨を伝えた。結局１２月３日に開催された株主総会に
Y２は出席せず株主総会は流会した。
⑷ 同月１４日の別件訴訟の期日においてY１会社およびY２は和解を検討す
る意向を示し、Y３会社（被告）を利害関係人として関与させたうえ、同月
１７日に以下の内容の和解が成立した（以下、「本件和解」という）。
ア Y１会社はY２に対し、名誉毀損による慰謝料として５００万円、退職
金として３４０２万円を支払う

イ Y２はY３に対してY２保有に係るY１会社株式１万１，９６０株を５９８万円で
売り渡し、Y３会社（訴外）がこれを買い受ける（以下、この売買を「本
件株式売買」という）

⒅ 原告によれば、この時点ではY２はX１の力を借りてＢらを退陣させること
を企図していたという。

責任追及等の訴えにおける詐害的和解の無効
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ウ Y１会社はY２に対し、Y３会社が負担する本件株式売買にかかる代金
債務について連帯保証する

エ Y１会社はY２に対して、Ｇ新聞（訴外）に謝罪広告を掲載する
オ Y１会社はY２が引渡しを請求した動産をY２に引き渡す
カ Y２はY１会社に対する別件名誉毀損訴訟及び別件株主権確認訴訟を
取り下げ、Y１会社はこれに同意する

キ 清算条項
本件和解により、Y１会社の持株比率は、X１が１１，９６０株、ＡおよびＢが

合計１１，９６０株（Ａが５，８００株、Ｂが６，１６０株）、Ｃが１１，９６０株、Y３が１２，１６０株
となった（１９）。その後Y１会社は改めて株主総会を開催し、Y３も議決権を行
使してX１、X２、X３（以下、「Ｘら」という）を取締役から解任した。
これに対してＸらは、Ｘらが解任された株主総会決議について、株主

ではないY３が議決権を行使したことは決議方法の法令違反にあたるとし
て株主総会決議取消訴訟を提起するとともに、本件和解の当事者である
Y１会社、Y２、Y３（以下、「Ｙら」という）を相手取って、本件訴えを提起した。
⑸ イ本件訴えにおいてＸらは、①本件和解は株主の権利の行使に関す
る利益供与（会社法１２０条１項）にあたるとともに、当事者が共謀して責任
追及の訴えにかかる権利を害する目的を以て和解を成立させることは責
任追及等の訴えにおける再審事由（会社法８５３条１項）に該当するから和解
無効原因が存在すると主張したうえで、②和解無効確認の訴えが認めら
れるべき理由として、㋑同項の「判決」には和解も含まれると解すべき
であるから、同項の趣旨に照らして、会社と取締役が共謀して会社の権
利を害する目的をもって和解を成立させた場合には、確認の利益が認め
られて和解無効確認訴訟を提起しうると解すべきである、㋺Y１会社は株
式譲渡制限会社であり持株比率の維持の期待について法的保護の対象と
解すべきところ本件和解によりX１の持株比率維持の期待が害され、かつ
本件和解によりY１会社の財産が減少しX１株式の価値が毀損されているか

⒆ 判決からは明らかではないが、Ｅ保有の２００株についてもY３が取得してい
る。また、原告代理人によれば、Y３が取得した株式については、後日Ｆが
Y３から譲り受けたとのことである。

《論 説》
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ら、X１には確認の利益がある、㋩違法な利益供与に該当する本件和解の
成立については、本件和解当時Y１会社の取締役であったＸらは任務懈怠
責任を問われうるのであり、本件和解の無効を確認すること以外にこの
危険を除去する手段はない、㋥本件和解によるY２に対する退職慰労金の
支払いについては株主総会決議等を経ていないが、Ｘらについては事前
にこれを止めさせる機会が与えられておらず、本件和解の無効を確認す
ることで本件和解成立前の状況を回復すべきである、と主張した。
ロ これに対してＹらは、①本件和解が利益供与あるいは再審事由に

該当することを争うとともに、②本件和解無効確認の訴えについては、
㋑本件和解の効力はY１会社、Y２、Y３にのみ及ぶから当事者ではないＸら
の権利ないし法律関係に不利益、不安定は生じていない、㋺X１の株式数
には変動がなく持株比率の低下は反射的不利益に過ぎない、㋩Ｘらが取
締役として任務懈怠責任を追及されるかどうかは可能性の問題に過ぎ
ず、仮に本件和解無効が確認されても危険、不安は除去されない、㋥本
件和解の効力を争うにはY２あるいはY１会社の役員に対して株主代表訴訟
を提起すれば足りる、㋭和解無効判決はＸらと各被告のそれぞれの間に
生じ、被告相互間には判決の効力は生じない、㋬本件和解は本件責任追
及の訴え以外の訴訟についても対象にしており、これらは会社法８５３条
により確認の利益は認められず、仮に認められたとしてもその効力はY３
には及ばない、と主張した（２０）。

３ 判旨（請求却下）
⑴ 「いわゆる和解無効確認の訴えは、……当該和解が有効であるとす
れば、それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認
を求めるものと解される場合で、確認を求めるにつき法律上の利益を有
するときは、確認の利益が認められ、適法として許容され得るものと解
される。

⒇ このほかＸらは予備的に、和解無効の確認が認められない場合には、本
件訴えは再審の訴えとして取り扱われるべきと主張しているが、本稿では
割愛する。判決はＸらの主張をしりぞけたが、理由付けには疑問も示され
ている（資料版商事法務３７１号２０９頁）。

責任追及等の訴えにおける詐害的和解の無効
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そして、上記法律上の利益に関しては、判決をもって法律関係等の存
否を確定することが、その法律関係等に関する法律上の紛争を解決し、
当事者の法律上の地位ないし利益が害される危険を除去するために必
要、適切である場合に、確認の利益が認められると解するのが相当であ
る。」
⑵ （本件和解が）「違法な利益供与であるとすれば、株主であるX１は、
……責任追及等の訴え（株主代表訴訟）を提起することができる（Y１の役員
に対する責任追及の訴え……も考えられる。）のであって、本件和解無効確
認の訴えによらずとも、上記責任追及等の訴えによってより直截にその
目的を達成することができるというべきである。このことに加え、本件
和解は、Ｙらの間において成立したものであって、確認の対象となる法
律関係は、いずれもＹら相互間における法律関係であるところ、確定判
決の効力は、当該訴訟の当事者間においてのみ生じ、当事者以外の者に
は及ばないのが原則である（民事訴訟法１１５条１項１号）から、仮に、本件
訴訟における判決によって本件和解の無効が確認されたとしても、同判
決の効力は、ＸらとＹらとの間においてのみ生じるもので、Ｙら相互間
には及ばないことになる。殊に、別件責任追及の訴えは、株式会社であ
るY１が取締役であるY２に対して任務懈怠責任に基づく損害賠償等を求め
る訴訟であって、上記のとおり、Y１とY２の間において上記判決の効力が
及ぶことがないとすれば、本件和解において確定された株式会社と取締
役との間の法律関係には何らの影響を及ぼさないことになるから、紛争
の抜本的解決になり得ないというほかはない（かかる紛争の解決としては、
上記株主代表訴訟等によるのが相当である。）。」
「……裁判上の和解は、裁判手続の中で行われる私法上の和解契約で
あって、三者以上の間の和解については、一の当事者と他の一の当事者
との間の和解契約が無効となったとしても、他の当事者間の法律関係ま
で直ちに無効になるものではない（Ｘらは、和解無効確認の訴えは固有必
要的共同訴訟と解すべきであるとも主張するが、当該和解の当事者ではない
者が提起する和解無効確認の訴えをもって、固有必要的共同訴訟であると解
することはできないし、固有必要的共同訴訟であったとしても、このことか
ら直ちに被告相互間に判決の効力が及ぶということもできない。）。」

《論 説》

４３８（２０９）



⑶ 「……会社法８５３条１項が、責任追及等の訴えにおける会社と取締役
との馴れ合い訴訟を防止することを目的とし、その趣旨が、判決により
訴訟が終結した場合のほか、和解により終了した場合にも及ぶべきであ
るとしても、和解による場合には、上記訴訟に関与しなかった株主が、
当該和解が無効であることを前提として（同項の再審事由は、和解を無効
とする事由にもなり得ると解する。）、責任追及等の訴えを提起することが
できるのであって、必ずしも、会社法８５３条１項が和解無効確認の訴え
における確認の利益を基礎付ける規定であるということはできない。」

４ 本件判決の意義
本件判決は、株主による取締役等の責任追及の場面における和解無効

が正面から争われた、おそらくはじめての公刊裁判例であろうと思われ
る。本件においては、①どのような和解の瑕疵が和解無効事由（厳密に
は、後述のように和解の無効を主張するほか、和解の瑕疵を再審事由として
争うことも考え得るが、とりあえず和解無効事由としておく）たりうるのか、
という点と、②仮に和解無効事由がある場合に、どのような形で和解の
効力を争うべきであるのか、という２点が争われた。
まず和解無効事由の存否についてであるが、判旨は傍論ながら、（会

社法８５３条１項の）「再審事由は、和解を無効とする事由にもなり得ると
解する」と述べて、詐害的な和解がなされた場合には、そのことが直接
に和解無効事由となり得ると判示している。また、和解の内容が株主の
権利の行使に関する利益の供与（会社法１２０条１項）に該当する場合につい
ても、当該和解は無効であることを前提として、新たな訴えの提起によ
る責任追及が可能である旨を判示している。前者については、従来、詐
害的な和解について直接にこれを無効とした裁判例はなく、後者につい
ても、会社法の強行規定に反し、一般に当該違反行為が私法上無効であ
ると解される場合には、それが裁判上の和解という形で行われたとして
もやはり当該行為は無効であることをはじめて明らかにしたものである
ということができる。
他方、和解無効の主張方法としては、和解無効確認の訴えを確認の利

益がないとしてしりぞけている。その理由として判旨は、①和解無効確

責任追及等の訴えにおける詐害的和解の無効

４３７（２１０）



認判決の効力は原告と別件訴訟の各当事者それぞれの間にのみ生じ（す
なわちＸら・Y１会社間、Ｘら・Y２間それぞれに判決の効力が生じる）、Ｙら
相互の間（Y１会社・Y２間、Y１会社・Y３会社間）には判決の効力が及ばないこ
と、②三当事者以上の和解においては、仮に二当事者間の和解が無効と
なっても他の当事者との法律関係が無効となるものではないこと、③別
途責任追及の訴えを提起することで直截に目的を達成しうること、を挙
げている。

Ⅲ 責任追及等の訴えにおける詐害的和解

１ 和解無効事由
⑴ 訴訟上の和解については、これを調書に記載したときは、その記載
は、確定判決と同一の効力を有する（民事訴訟法２６７条）。他方、瑕疵ある
訴訟上の和解の効力については、いかなる瑕疵が和解無効事由となる
か、そして和解無効をどのようにして主張することができるのかという
ことについて民事訴訟法学の分野において議論がなされいる。
訴訟上の和解の一般的な無効事由については、訴訟上の和解の法的性

質からの議論がなされており、訴訟上の和解の法的性質については、私
法行為説、訴訟行為説、併存説、両性説等の見解が示されている（２１）。た
だし、必ずしも法的性質から直ちに無効原因が導かれるわけではなく、
結論としては、訴訟上の和解に私法上の無効原因がある場合には、私法
上も訴訟法上も和解は無効となるとの見解でほぼ固まっていると言って
よい状況にあるとされている（２２）。ただし、「私法上の無効原因」として
もっぱら意識されているのは、当事者の処分権能の欠缺、和解内容の公
序良俗違反、意思表示の瑕疵といったものであり、会社法に特有の事情
が念頭に置かれているとは言いがたい（２３）。
ここで、会社法におけるさまざまな規制のすべてについて、訴訟上の

21 鈴木＝青山・前掲注⑺４７６頁以下〔山本〕。
22 笠井正俊＝越山和広『新コンメンタール民事訴訟法（第２版）』（日本評論
社、平成２５年）３３６頁〔笠井正俊〕。
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和解の効力との関係を検討することはできないが、一般論としては、会
社法上の規制が私法上の和解の効力について影響を及ぼす場合（たとえ
ば、重要な財産の処分などの重要な業務執行〔会社法３６２条４項〕にあたる和
解が取締役会の決定なく行われた場合や、和解内容が株主の権利の行使に関
する利益の供与〔会社法１２０条１項〕に該当する場合）については、私法上
の和解の効力が否定される場合には訴訟上の和解についてもまた無効と
なると解すれば足りるように思われる（２４）。
⑵ 一方、責任追及等の訴えの場面における和解については、和解のプ
ロセスにおける会社法違反が訴訟上の和解の効力に与える影響につい
て、特別の考慮を要する事態が生じうる。
イ 第一は、責任追及等の訴えの提起にあたり、株主による会社に対す
る訴訟告知（株主代表訴訟の場合。会社法８４９条４項）、あるいは会社によ
る株主に対する提訴の通知・公告（同条５項６項）がないままに訴訟上の
和解が成立した場合である。
株主の会社に対する訴訟告知については、一般に、これを懈怠しても

提訴株主に損害賠償責任が生じうるにとどまるとされているが（２５）、会社
から株主に対する通知・公告が欠けた場合に、そのことが和解にどのよ
うな影響が生じるのかについては、これまで明確ではなかったように思
われる。会社による通知・公告の欠缺についても、会社（あるいは代表取
締役）の責任を生じせしめるだけで、訴訟上の和解の効力には影響がな

23 会社法の規定との関連で取り上げられるものとしては、わずかに表見代
表取締役（会社法３５４条〔平成１７年改正前商法２６２条〕）のなした訴訟上の和解
の効力が争われた、広島高判昭和４０年１月２０日高民集１８巻１号１頁が存在
する程度である。
24 ただし、この点についても問題がないわけではない。たとえば訴訟上の
和解が重要な業務執行にあたるにもかかわらず取締役会の決定がないまま
に行われた場合を考えると、取締役会の決定を欠く重要な業務執行の効力
については民法９３条類推適用説、会社法３４９条５項類推適用説などの見解が
主張されているが、前者は意思表示の私法上（実体法上）の効力の問題であ
るのに対し、後者は代表権の存否に関わる問題であることから、訴訟上の
和解の効力について差異が生じる可能性がある。
25 上柳克郎ほか編『新版注釈会社法⑹』（有斐閣、昭和６２年）３７７頁〔北沢正啓〕。
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いと解することも考えられるが、おそらくそのように解すべきではない
であろう。会社による株主に対する提訴の通知・公告は、訴訟当事者で
ない株主に対する最低限の手続保障と位置づけられるものであるか
ら（２６）、これを欠いてなされた和解については、和解内容の公正さに対す
る最低限の担保すらなされていないものと言わざるを得ず、そのような
和解によって責任追及等の機会を失わしめることは妥当ではないのであ
り、このような和解については、訴訟上の和解としては無効と解すべき
である（２７）。
ロ 第二は、株主代表訴訟の場面において、会社が当事者ではなく、か
つ和解案について会社の承認（みなし承認を含む）がない場合の和解の効
力である。このような和解については、当該訴訟の訴訟物に民事訴訟法
２６７条は適用されず（会社法８５０条１項）、会社または他の株主との関係に
おける再訴禁止効は生じない（２８）。会社法８５０条１項は、原告株主との間
でも「確定判決と同一」の効力が生じないようにも読めるが、通常その
ようには解されず、当該和解の成立により原告株主と被告の間では訴訟
は終了すると解されており（２９）、当該原告株主の再訴も禁じられる。ただ

26 江頭・前掲注⑶４８３頁。
27 訴訟の対象となっている責任が、その免除につき総株主の同意を要する
ものであれば、無効となった訴訟上の和解については会社法８５０条４項の適
用がなくなることから、当該和解は私法上も無効になることになる。他方、
たとえば取締役の会社に対する取引債務について争われていた場合であれ
ば、訴訟上の和解が無効となっても直ちに私法上の和解が無効になるわけ
ではないが、結論としては、私法上も無効とすべきであろう。詳細は後掲
注35参照。
28 江頭・前掲注⑶４９３頁。
29 奥島孝康ほか『新基本法コンメンタール会社法３』（日本評論社、平成２１
年）４１１頁〔山田泰弘〕。原告株主との関係でも訴訟終了効が生じないのであ
ればそもそも和解を行う意味がないから、このように考えるべきであろう。
伊藤眞『民事訴訟法（第４版補訂版）』（有斐閣、平成２６年）４６５頁は、会社が
参加しなければ、「訴訟上の和解の要素たる私法上の合意の効力が認められ
ず、訴訟上の和解の成立が認められない」とするが、原告株主と被告の間
における訴訟終了効まで否定する趣旨ではないと思われる。
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し、このように解した場合に、①原告株主と被告の間でなぜ訴訟終了効
だけが生じるのか（たとえば執行力は生じないのか）、②私法上の和解とし
ての効力をどのように考えるのか、との点について検討の必要があるよ
うに思われる。①については、仮に株主代表訴訟の場面で原告株主に執
行の申立権があると解する場合であっても（３０）、和解に拘束されない会社
に売得金を受領させることは適切ではないであろうから、執行力を認め
るべきではないであろう。②については、結論としては私法上も和解の
効力は生じない（会社に対しては効力が生じない）ことは明らかであるが、
理論的な説明としては、訴訟担当者である原告株主に実体上の処分権が
あるとしても、それはその訴訟限りで肯定されるものであり（３１）、かつ訴
訟担当者に対する判決（と同一）の効力が会社に対しても及ぶ（民事訴訟法
１１５条１項２号）ことを前提とするものであるから、とすることになろう。
ハ 第三は、会社による提訴の場合であると株主代表訴訟の場合である
とを問わず、和解が原告と被告の共謀により会社の権利を害する目的で
なされた場合、すなわち詐害的な和解の効力である。
本件判決は、詐害的な和解は無効であることを前提とした判示を行っ

ているが、これまで、詐害的な和解については会社法８５３条の再審が認
められるとする見解は示されていたものの（３２）、和解そのものを直截に無
効とする見解はほとんど示されてこなかった（３３）。すなわち、詐害的な和
解であっても、会社法所定の手続きを履践している限り私法上の和解と
してただちに無効であると言うことはできず、また、訴訟法上の手続き

30 株主代表訴訟において株主勝訴の判決が出された場合に、株主が執行申
立てを行うことができるかどうかについては見解が分かれている。執行申
立権を肯定する場合であっても、売得金は会社に交付するものとすべきで
あるとされる。江頭・前掲注⑶４９４頁。
31 鈴木＝青山・前掲注⑺４８１頁〔山本〕。
32 上柳ほか編・前掲注25３８４頁〔北沢〕、今井宏ほか『注釈株式会社法（上）』
（有斐閣、昭和５９年）３１４頁以下〔前田庸〕。平成１３年改正に際しても、詐害
的な和解については再審によって備える旨の説明が提案者によりなされて
いる。池田・前掲注⒀３０３頁以下参照。
33 江頭・前掲注⑶４９５頁は再審事由に該当する和解は無効とするが、理由に
は述べられていない。
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についても適法に行われているのであれば、訴訟上の和解を無効とする
明確な規定は存しないからである（３４）。
しかし、和解の効力について既判力全面肯定説に立ち、再審事由のあ

る和解について、和解無効確認等の手段によるのではなく再審の訴えに
よってその効力を争うべきであるとの立場に立つのであれば別段、そう
でなければ、詐害的な和解については、直截に無効であると解すれば足
りるように思われる。すなわち、会社法８５３条が詐害再審事由のある確
定判決について再審という手段を用意したのは、そのような判決にも既
判力が備わっていることを前提として、詐害再審事由を有する判決によ
り権利義務関係を公権的に確定することを認めるべきではないとの価値
判断に基づくものと考えられる。現在の民事訴訟法学の大勢のように、
訴訟上の和解一般について無効原因のある場合に既判力を否定して直截
に無効を主張しうると解するのであれば、責任追及等の訴えにおける詐
害的な和解についてもまた、端的にその訴訟法上の効力を否定すれば足
りるように思われる。この場合、詐害的な和解の私法上の効力をどのよ
うに考えるべきかが問題になるが、基本的には、このような和解につい
ては、私法上も無効であると考えるべきであろう（３５）。

34 かえって、平成１３年改正前においては、詐害再審事由のある訴訟上の和
解は直ちには無効にはならず、通謀虚偽表示（民法９４条）による私法上の無
効を媒介として訴訟上の和解としても無効と解すべきであるとの見解も示
されていた（阿部一正ほか〔座談会〕『条解・会社法の研究⑾』〔別冊商事法
務２４８号〕（商事法務研究会、平成１４年）２４２頁以下〔高橋宏志発言、稲葉威雄
発言〕）。民事訴訟一般においては、再審事由のある訴訟上の和解は無効で
あると解されているが（前掲２４３頁〔金築発言〕）、詐害再審事由は民事訴訟
法における再審事由とは性質に大きな差異があることからこのような構成
が示されたのであろう。なお、通謀虚偽表示（あるいは心裡留保）により成
立した訴訟上の和解については、和解当事者が自らの責任で和解成立に裁
判所を関与させておきながら、和解成立後に意思表示の瑕疵を主張するこ
とは信義則に違反して許されないとする見解も示されているが（石川明『民
事手続法評論集』（信山社、平成２５年）６６頁以下）、責任追及等の訴えの場面
にはそのまま当てはまらないであろう。

《論 説》
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２ 詐害的な和解における無効の主張方法
⑴ 総説
無効事由が存する訴訟上の和解の効力の争い方としては、①再審の訴

35 取締役等の任務懈怠責任などの責任の免除に総株主の同意が要求される
責任については、訴訟上の和解が無効であれば、会社法８５０条４項の適用が
ないこととなるから、私法上の和解もまた、会社法４２４条等の規定に違反す
るものとなり自動的に無効となる。他方、取引債務のような免除に制限の
ない責任について詐害的な和解がなされた場合について私法上の和解の効
力をどのように解するべきであろうか。この点について明確に述べた文献
を探すことはできなかったが、株主代表訴訟の制度趣旨を提訴懈怠可能性
に備えるものとする全債務説の立場からすれば、取引債務について詐害的
な和解を行うことは責任追及の懈怠に他ならないのであるから、詐害的な
和解によって責任追及が不可能となる事態は認められず、このような和解
は私法上も無効と解することになるのではないかと思われる。この場合、
取引債務については総株主の同意なくこれを会社がこれを免除しうること
との平仄が問題になるが、全債務説の立場に立てば、会社・取締役間の取
引債務の履行を求める訴訟における詐害的な判決についても再審が認めら
れ、再度取引債務の履行を求める訴訟を行えることとの平仄からすれば、
やはり当該和解は私法上も無効と解するほかないであろう（ただし、会社が
改めて免除の意思表示を行えば責任は免除される）。他方、いわゆる限定債
務説では、取引債務の履行の請求は取締役等の「責任を追及」する訴えで
はないし、経営判断として当該債務の免除が行われるのであれば株主はも
はやこれを争い得ず、免除を行った経営陣の任務懈怠責任を追及するほか
ない。仮に会社が取締役等に対して取引債務の履行を求める訴訟を提起し、
その中で詐害的な和解が成立したとしても、当該訴訟はそもそも「責任追
及等の訴え」ではないから、和解の無効、詐害再審の問題は生じないことに
なる。
一方、社外者の支払責任については、会社法上、責任の免除に特段の制
限はないが（引受人の仮装払込みにかかる払込義務を除く）、支払責任の追
及は「責任を追及」する訴えとして扱われていることからすると、詐害的
和解は私法上も無効と解すべきであろう（ただし、会社が改めて免除の意思
表示を行えば責任は免除できてしまう）。なお、私見としては、「責任追及
等の訴え」の範囲と整合していない現行法の責任免除の制限については問
題があると考えている（土田・前掲注⑴論文８０頁以下参照）。
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えの提起、②期日指定の申立て、③和解の目的である権利についての再
訴（以下単に「再訴」という）の提起、④和解無効確認の訴えの提起、と
いう方法が考えられる（３６）。
民事訴訟法学においては、①の再審以外の救済手段については、無効

を主張する者がいずれかの手段を選択することが可能であるとする見解
も有力であるが（３７）、期日指定を原則的なルートであると解する立場
と（３８）、別訴（上記③④）を原則とすべきであるとの見解（３９）も示されている。
一方、責任追及等の訴えにおける詐害的な和解の無効の主張方法につ

いては、平成１３年商法改正以前から再審の規定によることが示されてき
たが（４０）、なぜ和解について「再審」という手続きが認められるのかにつ
いては明らかにされておらず（４１）、また再審以外の手段が認められるのか
どうかについても、これまでほとんど明示的に議論されてこなかった。
以下で検討を行うように、責任追及等の訴えにおける詐害的な和解の無
効については、①和解無効の主張者は基本的に元の訴訟の当事者ではな
く、三当事者（原告・被告と和解無効主張者）の問題となる点で一般的な和
解とは差異があるほか、詐害的な和解については、②当事者の意図とし
ては適法かつ有効な和解を第三者が無効であると主張すること、③和解
無効の場合には和解を攻撃した者が新たな原告の地位につき、訴訟の構

36 鈴木＝青山・前掲注⑺４９１頁〔山本〕、笠井＝越山・前掲注22９６８頁以下〔越
山〕、吉田元子「訴訟上の和解の効力」伊藤眞＝山本和彦編『民事訴訟法の
争点』〔ジュリスト増刊〕（有斐閣、平成２１年）２５０頁以下。
37 笠井＝越山・前掲注22９６８頁以下〔越山〕。判例もこの立場であるとされ
る。鈴木＝青山・前掲注⑺４９１頁〔山本〕。なお、請求異議の訴えによるこ
とも可能であるが本稿では省略する。
38 笠井＝越山・前掲注22９６９頁〔越山〕。
39 鈴木＝青山・前掲注⑺４９２頁以下〔山本〕。
40 上柳ほか・前掲注25３８４頁〔北沢〕、今井ほか・前掲注32３１４頁以下〔前田庸〕。
41 阿部ほか・前掲注34２４３頁以下の各発言はこの点をよく表しているように
思われる。なお、上柳ほか・前掲注25３８４頁〔北沢〕、今井ほか・前掲注32
３１５頁〔前田〕は、和解調書の効力に関する旧民事訴訟法２０３条をその根拠
としてあげており、これまでの商法学説は、既判力全面肯定説に依ってい
たと解すべきなのかもしれない。

《論 説》
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造（当事者）が変化すること、という点に特徴がある。詐害的な和解の効
力を争う手段を検討するに際しては、このような点を考慮に入れる必要
がある。

⑵ 再審
すでに述べたように、従来、詐害的な和解の無効の主張方法として主

に想定されていたものは詐害再審の訴えであった。詐害再審は、会社ま
たは株主が原告となり、前訴の当事者を共同被告として提起されるもの
であり（４２）、再審開始決定が確定した場合には、裁判所は不服申立ての限
度で本案の審査を行う（民事訴訟法３４８条１項）。その際に、従前の訴訟手
続きのうち再審事由にかかわるもの以外のものの効力は認められる（４３）

が、詐害再審の場合には再審事由が共謀であることから、形式的には従
前の訴訟手続きが残存するものの、従前の訴訟における争いのない事実
についても再審原告が新たな主張や立証を行い、自白の撤回も事由に行
いうると解されている（４４）。
詐害的な和解について詐害再審の訴えによってこれを争いうるかどう

かについてはこれを肯定する見解もある一方、民事訴訟法学の分野にお
いては、一般的な訴訟上の和解の無効について再審の訴えによることが
想定されていないこともあってか、責任追及等の訴えに係る和解ついて
のみ詐害再審によることに対する疑問も示されている（４５）。訴訟上の和解
について既判力全面肯定説によるのであれば別段、そうでなければ詐害
再審の規定によることとすべき実質的な理由はあまりないように思われ
る。仮に再審の訴えによる場合には、再審の決定により和解全体が無効
となるのか、従前の訴訟の訴訟物についてのみ無効となるのかについて
も検討の必要が出てこようし（４６）、第三者が利害関係人として和解に加

42 民事訴訟法学から、会社法学においては、詐害再審被告は従前の訴訟の
被告である者（たとえば取締役）のみであると理解しているのではないか、
との指摘がなされている。阿部ほか・前掲注34２４５頁〔高橋発言〕。
43 伊藤・前掲注29７３１頁、笠井＝越山・前掲注22１１５９頁〔林昭一〕。
44 阿部ほか・前掲注34２４１頁以下〔高橋発言、稲葉発言〕。
45 阿部ほか・前掲注34２４３頁〔金築発言〕。
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わっている場合の処理についても考える必要があろう（４７）。

⑶ 期日指定の申立て
期日指定の申立てによる和解無効の主張は、和解の無効によって訴訟

終了効が失われることを前提に、一度和解によって終了した訴訟を再開
するものである。期日指定の申立てがなされた場合に、裁判所は口頭弁
論期日を開いて和解無効原因について審理を行い、無効と判断すれば審
理を続行し、そうでなければ訴訟終了宣言判決を行う（４８）。期日指定の申
立てによることについては、和解により一度終了した旧訴の訴訟状態を
利用することが可能であり、手続きも簡明である点に利点があるとされ
ているが（４９）、一方で、和解成立に関与した裁判官が和解無効を判断する
という点に問題があるとの指摘があるほか（５０）、控訴審における和解の効
力を争う場合には審級の利益が保障されないこと、旧訴の続行という形
式を取ることから択一的な判断を迫られるため、利害関係人として第三
者が参加した場合や訴訟物以外の権利関係を解決する条項が含まれる場
合、和解の一部を無効とすべき場合に問題が生じうることが指摘されて
いる（５１）。

46 再審決定に引き続く訴訟手続き自体は、従前の訴訟の訴訟物を引き継ぐ
のであろうが、訴訟物以外の事項についての和解の効力をどのように解す
べきかについて明確に述べたものはないようである。
47 この点についても言及した文献は見当たらなかった。
48 伊藤・前掲注29４７５頁。期日申立てにはじまる一連の手続きについては、
一般的な期日指定の申立てとは異質のものであることが指摘されている（鈴
木＝青山・前掲注⑺４９３頁〔山本〕、町村泰貴「和解による訴訟終了を宣言
する判決の効力―東京地裁昭和６３年１月２７日判決を素材として」商学討究４１
巻１号１０８頁以下）。
49 鈴木＝青山・前掲注⑺４９１頁〔山本〕。
50 一般的な訴訟上の和解についても和解に関与した裁判官がその効力を審
査することに懸念を示す見解もある。永井博史「訴訟上の和解とその効力」
新堂幸司監修・高橋宏志＝加藤新太郎編『実務民事訴訟講座〔第３期〕⑶』
（日本評論社、平成２５年）４５７頁、鈴木＝青山・前掲注⑺４９４頁〔山本〕。
51 町村・前掲注48１１０頁以下。
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責任追及等の訴えにおける和解においてまず懸念されるのは、和解に
関与した裁判官が期日の申立てをうけて和解の効力について判断を行う
との点であろう。和解に関与した裁判官による審判が期待できる点は期
日指定のメリットである反面、この点が和解の効力を争う者に不利益と
なる可能性もある。ことに詐害的な和解の無効が主張される場合におい
ては、和解内容自体の妥当性が実質的に争われることになるから、和解
成立に関与した裁判官（５２）に当該和解の内容面の当否の審査を委ねること
については、問題が生じる場面も十分あり得るであろう。
また、和解の当事者ではない株主あるいは会社が期日指定を申し立て

る場合の参加形態についても検討の必要がある。当事者ではない株主あ
るいは会社が和解の効力を争って期日指定の申立てを行う場合には、申
立てに際して訴訟参加の申し出が必要となる（５３）。期日指定の申立ての内
容が、原告・被告間に成立した和解を攻撃するものであることからすれ
ば、参加の形態としては独立当事者参加（民事訴訟法４７条１項）によるこ
とが自然であるようにも思われるが、現行会社法は、責任追及等の訴え
における参加については原告側への共同訴訟参加（民事訴訟法５２条１項）
と被告側への補助参加（会社のみがなしうる。同法４２条）の２つの形態のみ
を規定し（会社法８４９条１項）、独立当事者参加を想定していないようにも
読める（５４）。しかし、たとえば株主代表訴訟において、原告株主と被告取
締役間に「被告は、取締役会の違法な決定に基づく被告取締役の業務執
行につき任務懈怠があったことを認める。ただし会社は損害賠償責任を
免除する」との内容の（詐害的な）和解が成立し（５５）、 これに対して会社が、
取締役会の決定が適法であり取締役には任務懈怠がないにも関わらず共
謀による和解が成立したと主張して当該和解の効力を争う場合、仮に独

52 たしかに現行法上、責任追及等の訴えにおける和解について裁判所の認
可等が要求されているわけではないが、裁判官の実質的な関与による和解
内容の担保に対する期待がなされており（江頭・前掲注⑶４８２頁）、裁判官と
しても、当事者から明らかに不当な和解案が提示された場合には、許され
る権限の範囲内で適正な和解内容の実現に努めることが期待されているの
ではないだろうか。
53 期日指定の申立ては当事者が行う。伊藤・前掲注29２３０頁。
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立当事者参加が認められないとすれば、会社はどのような形態で訴訟に
参加すればよいのだろうか（５６）。
加えて、詐害再審においては、通常の株主代表訴訟において課される

株式の保有要件や提訴請求は不要と解されているが（５７）、株主が訴訟参加
の申し出とともに期日指定を申し立てる場合に、８４７条１項の持株要件
や提訴請求が課されるのか否かについても問題となる。この点について
は、再審に準じて持株要件、提訴請求は課されないと解すべきであろう。
なお、和解内容が訴訟物以外の事項を含む場合、あるいは訴訟外の第

三者を利害関係人として和解に加える場合には、期日指定の申立てに
よっては十分な解決となりえない可能性があるが（５８）、責任追及等の訴え
においては、訴訟物以外の和解事項が盛り込まれることは珍しくな
く（５９）、期日指定の申立ての方法では、事案の全体的な解決には繋がらな

54 現行の会社法の概説書やコンメンタールは独立当事者参加の可否につい
て言及していない（たとえば江頭・前掲注⑶４９２頁、奥島ほか・前掲注29４０６
頁〔山田〕）。他方、民事訴訟法学からは独立当事者参加を認めるべきであ
るとの見解が示されている。山本弘ほか〔シンポジウム〕「会社法の制定と
民事手続上の問題点」民訴雑誌５５号１４８頁〔笠井正俊〕、中島弘雅「株主代
表訴訟の解釈論上の問題点」永井和之ほか編『会社法学の省察』（中央経済
社、平成２４年）３６１頁。
55 和解案を受領した会社代表者（監査役とする見解と一義的には決まらない
とする見解がある。前者として江頭憲治郎＝中村直人『論点体系会社法⑹』
（第一法規、平成２４年）２２０頁〔澤口実〕。後者として山田泰弘「取締役等の
責任の一部免除と和解」浜田道代＝岩原紳作編『会社法の争点』〔ジュリス
ト増刊〕（有斐閣、平成２１年）１６５頁）が独断で詐害的和解を承認した場合には
このような問題が生じうる。
56 仮に会社が補助参加しか行えないとすると、会社は被告取締役の自白に
拘束されることになり、期日の申立てを行っても、結局は判決で被告取締
役の任務懈怠と取締役会の決定の違法が認定されてしまうことにならない
か。なお、再審についてではあるが、詐害再審の場面で、補助参加人とし
て参加するしかない第三者に原告適格を認めることの特異性を指摘するも
として、菱田雄郷「第三者による再審の訴えについて」伊藤眞先生古稀祝
賀論文集『民事手続の現代的使命』（有斐閣、平成２７年）５４４―５４５頁。
57 上柳ほか・前掲注25３８５頁〔北沢〕。
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い事案が多くなるように思われる。

⑷ 再訴
責任追及等の訴えにおいて詐害的な和解が成立した場合には、和解調

書の既判力が制限されると解し、和解の当事者ではない会社あるいは株
主は、再訴（同一の訴訟物についての再度の責任追及等の訴え）を提起し、
その中で和解無効を主張すべきであるとする見解であり（６０）、本件判決の
とる見解である。
この見解は、一方的に取締役の責任を免除するといった、単純な（会

社が一方的に権利を失う）和解の場合においては妥当といえようが、詐害
的な和解すべてについて、常に再訴によってその効力を争うことしかで
きないという意味であるとすると問題が生じるように思われる。この見
解では、責任追及等を訴訟物とする再訴のなかで和解の効力を争うわけ
であるから、再訴判決の主文において和解の無効が宣言されるわけでは
なく、前訴の訴訟物の範囲内で和解の効力が否定されるにすぎない。そ
うすると、訴訟物以外の内容を含む和解や、当事者以外の第三者を利害

58 期日指定の申立てによる場合、従前の訴訟における訴訟物についてのみ
争われ、また、利害関係人として和解に参加した第三者は期日指定の申立
権を有しない。兼子一ほか『条解民事訴訟法』（弘文堂、昭和６１年）７２０―７２１頁。
59 たとえば弁護士費用の処理であるとか、あるいはコンプライアンス体制
の整備といった内容が和解に盛り込まれることが多い。また、本件判決の
ように、被告取締役が株式を第三者に譲渡することが和解条件となる場合
には、期日指定の申立てによってかえって紛争が拡大する可能性もある（仮
に本件和解について期日指定がなされ、Y２の責任が認められた場合には、
Y２のY３に対する本件株式譲渡の合意の効力についてさらに争いが生じるお
それがある）。
60 訴訟上の和解一般について同一の訴訟物による再訴に言及するものとし
て、鈴木＝青山・前掲注⑺４９１頁〔山本〕。責任追及等の訴えについて、奥
島ほか・前掲注29４１９頁〔山田〕は、詐害的な和解については既判力が否定
され、会社法８５３条の類推適用により別訴で和解の効力を争うべきであると
するが、この「別訴」とは同一訴訟物についての再訴のことであろうと思
われる。
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関係人として参加させた和解については、再訴において審理された（前
訴と同一の）訴訟物についてのみ判断が下されるにすぎず、それ以外の
和解条項の効力については、何らの判断も示されないまま未解決で置き
去りにされてしまうことになる。本件和解を例に取ってみると、仮に再
訴によって和解により放棄されたY１会社のY２に対する損害賠償請求が認
められたとしても紛争がそれで解決するわけではなく、おそらくY２は和
解によって放棄した別件反訴における種々の請求を復活させようとする
はずであり、かえって紛争の長期化、複雑化を招くことになるように思
われる。責任追及等の訴えにおける和解のうち、会社と相手方の双方の
互譲による、「双務的な」和解の場合には、再訴による和解無効の主張
によって解決されるのは会社側の譲歩の部分についてのみであり、相手
方譲歩部分については、また別途の裁判による解決を待たなければなら
ないのである。このような場合についても常に再訴によるべきであると
いうことは、紛争の解決という面で必ずしも妥当な結論であるとは言え
ない。
また、再訴による場合、株主の原告適格その他の提訴の手続きについ

ても若干の問題が生じうる。すなわち、前述のように詐害再審の株主要
件については、公開会社における６ヶ月保有要件は適用されず、会社に
対する提訴請求も不要であると解されている。和解無効における、期日
指定の申立ておよび和解無効確認の訴えについても同様に解すべきであ
るとしても、再訴は新たな責任追及等の訴えの提起であることから、株
主要件および提訴請求の要件を充足する必要がある。前訴における和解
の無効を主張する場合にはこれらの要件を課さないということも考えら
れようが、和解の無効を直接に争う訴訟ではない以上、他の責任追及等
の訴えと区別することは難しいのではないかと思われる。
以上の点からすると、再訴の中で和解の効力を争うこと自体は認めら

れるべきであるが、これが詐害的な和解の効力を争う唯一の手段である
と考えるべきではないということになろう。

⑸ 和解無効確認の訴え
イ 訴訟上の和解一般について、和解無効確認の訴えによってその効力

《論 説》

４２４（２２３）



を争いうることについては、期日指定の申立てとの間での原則・例外の
関係についての見解の相違はあるものの、これを否定する論者は多くな
いと言ってよいもの思われる（６１）。責任追及等の訴えについても、特に和
解無効確認の訴えによることを否定すべき要素も存在しないように思わ
れる。
これに対して本件判決は、「確定判決の効力は、当該訴訟の当事者間

においてのみ生じ、当事者以外の者には及ばない」から、「本件和解の
無効が確認されたとしても、同判決の効力は、ＸらとＹらとの間におい
てのみ生じるもので、Ｙら相互間には及ばない」として確認の利益を否
定している。仮にこの判示の通りであれば、詐害的な和解について株主
がその無効の確認を求める訴えは常に訴えの利益を欠き、およそ認めら
れないことになる。しかし株主代表訴訟は株主が会社のために取締役等
の責任を追及する訴えであって、原告株主の地位は法定訴訟担当であ
り、株主代表訴訟の判決の効力は本人たる会社に及ぶ（民事訴訟法１１５条
１項２号）と一般に解されている。責任追及等の訴えにおける詐害的な
和解の効力を株主が争うのもまた、株主が会社のために取締役等の責任
を追及するものとして行われるものであって、株主は会社の法定訴訟担
当として提訴に及ぶものと解すべきである。よって、株主を原告とする
和解の無効を確認する判決の効果は本人たる会社に及ぶのであって、会
社と被告である取締役等の間においても和解の無効が確認されることに
なる。本件判決についていえば、仮に和解無効確認の判決がなされれ
ば、少なくともY１・Y２間およびY１・Y３間の和解については無効が確認
されることになるのであり、判決の効力が「Ｙら相互間には及ばない」
という判示は明らかに誤っていると言えるのではないだろうか。
ロ かえって、本件和解のように、当事者が互いに相手に対する権利を
放棄する「双務的」な和解においては、和解無効確認の訴えを認めるこ
とが紛争の解決に資するように思われる。判旨のように、責任追及等の
訴えの場面における詐害的な和解を、再訴によって争うべきであるとす

61 期日指定を原則とする論者も和解無効確認の訴えを排除するわけではな
い。伊藤・前掲注29４７５頁。
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ると、前述したとおり、再訴の審理の対象は訴訟物である会社の取締役
等に対する請求権に限られ、相手方当事者が譲歩・放棄した権利の帰趨
については判断されない。そうすると、相手方当事者としては、さらに
別訴を提起して和解によって自らが譲歩した権利について主張せざるを
得ないことになり、当該別訴においてもう一度和解の効力が審査される
ことになる（６２）。そうであれば、和解無効確認の訴えを認めて、和解全体
の効力について一括して判断することにも合理性があるように思われ
る（６３）。
また、責任追及等の訴えにおいて株主が和解無効確認の訴えを提起す

る場合における「確認の利益」は、訴訟担当者たる当該株主についてで
はなく、本人である会社にとっての確認の利益であると考えるべきでは
ないだろうか。そして、「双務的な」和解について、再訴により会社の
取締役等に対する権利の行使についてのみ判断がなされるよりも、確認
の訴えによって、和解における会社と取締役等の間の双方の権利義務関
係について一括して判断がなされることが、真の権利者である会社に
とって意味があるとすれば、担当者たる株主による訴えについても確認
の利益が肯定されてしかるべきであるように思われる。そのように考え
るのであれば、本件判決が、Ｘらは株主代表訴訟によって別途責任追及
をなし得ることを理由に確認の利益を欠くとした点は、やはり妥当では
ないと言わざるを得ないように思われる。

62 たとえば、X１が提起した再訴において、本件和解が無効でありY１のY２に
対する損害賠償請求が認容された場合、Y２はY１に対して和解に従って取り
下げた訴訟を再度提起することになるが、その訴訟においてY１が本件和解
中のY２が訴えを取り下げるとの合意の効力を主張することは理論上は可能
ではないか。
63 本文のように考えても、第三者が利害関係人として参加した和解の無効
確認を株主求めた場合、取締役等と第三者の間には和解無効確認判決の効
力が及ばない。このときの取締役等と第三者の関係をどのように考えるか
はなお問題として残るのであるが、筆者の能力の問題から十分な検討がで
きていない。

《論 説》

４２２（２２５）



おわりに

以上、責任追及等の訴えにおける和解について、詐害的な和解を中心
にその効力および効力の争い方について検討を行ってきた。その結果、
責任追及等の訴えにおける詐害的な和解の効力を争う手法は複数存在
し、和解無効確認の訴えが認められる余地が十分にある、との結論に
至った。
無論、これらの議論は理論的な面で十分に詰め切れていないものであ

り、特に手続法的な側面においては、浅い理解に基づいた誤った議論を
展開してしまっているのではないかと恐れるが、冒頭でも述べたよう
に、従来ほとんど取り上げられてこなかった論点について、とりあえず
一石を投じることができれば幸いである。また、訴訟上の和解の無効の
扱いについては、実務的な視点からの検討も欠かすことは出来ないが、
本稿ではそのような視点からの検討はほとんど行うことができなかっ
た。この点については他日を期すこととしたい。

責任追及等の訴えにおける詐害的和解の無効

４２１（２２６）


